
2020.6.11
No. 項目 質問 回答

1 診断書
(判定書)
等

　従来、各種手帳類の写しを診断書等
として提出していたが、その取扱いは
変更ないか。

　変更ありません。
　従来どおり、障がい種別が確認できる身体障がい者手帳類
の写しを提出する場合は、診断書の提出は不要です。

2 診断書
(判定書)
等

　医師又は臨床心理士等からの診断
書(判定書)・意見書(判定書)は、府か
ら示された様式を必ず使用しないとい
けないのか。

　原則として、府から示した様式で作成を依頼してください。
　発行者や発行機関による任意の様式を添付書類とすること
も可能です。その場合はできるだけ、府様式の各項目を記載
いただくよう医師等に依頼してください。
　また、医師以外が発行した意見書(判定書)の場合は保護者
の署名が必要になります。

3 診断書
(判定書)
等

　意見書(判定書)の作成者は市町村
の保健センターや支援センターの先
生(医師ではない)でも認められるか。

　従前より取扱に変更ありません。
　市町村の保健センターや支援センターの先生からの意見書
の提出で結構です。

4 診断書
(判定書)
等

　意見書(判定書)の様式中「判定機関
等の名称、所在地、判定部署名」につい
ては、必ず記載しなければならないか。

　「令和2年度に私立幼稚園の特別支援教育に係る補助金の
交付申請を予定している幼稚園・認定こども園設置者の方へ」
記載のとおり、診断書等については、「発行者(機関(長))名もし
くは医師等氏名の記名・押印」が必須ですが、「判定機関等の
名称、所在地、判定部署名」については、該当が無い場合、必
ずしも記載を求めるものではありません。

5 診断書
(判定書)
等

　園から新様式を示す前に保護者が
診断書を取得しているが、この診断書
は、添付書類として認められるか。

　問題ありません。
　ただし、障がいの種別や程度等、補助金の審査に必要な情
報が不足している場合は、府から園に連絡し、追加で情報提
供を依頼することがあります。
　なお、既に取得済みの場合でも発行された日付が申請する
年度内である必要があります。

6 診断書
(判定書)
等

　医師以外用の意見書(判定書)につ
いて、保健センターや臨床心理士から
「通常保育できる」等の判断ができな
いと言われている。どうすれば良い
か。

　判断ができない場合は、任意の様式を用いて、所見や支援
(配慮)の必要性や園児の状況を客観的に記載するよう依頼し
てください。

7 診断書
(判定書)
等

　療育施設の支援計画は添付書類と
して認められるか。

　認めることができません。

8 対象園児 　様式1-2において対象園児として記
載していたが、事情により取り消す場
合、代わりに新たな園児を対象とする
ことは可能か。

　不可能です。
　提出期限以降の対象園児の追加および入替えは受け付け
ることができません。

9 補助対象
経費

　加配を受ける園児が預かり保育を受
ける予定で教育時間とは別の教員を
１名配置するが、その人件費は補助
対象経費に含めていいか。

教育時間中においても教育上特別な配慮を行っている(加配
教員の配置など)場合は、補助対象経費に含めて構いませ
ん。

10 補助対象
経費

　本年4、5月の臨時休園中、園児は
登園していないが、当該園児の特別
支援教育の体制を整え、休園中も必
要に応じて電話連絡等の対応をとって
いた。副申書記載の特別支援教育を
必ずしも行っていたわけではないが、
休園期間中の人件費についても、補
助対象経費に含めて差し支えない
か。

当該園児への教育上特別な配慮等を行うために必要な経費
であれば、補助対象経費に含めて構いません。

令和２年度特別支援教育に係る助成のための調査表作成にあたってのＦＡＱ

第１版

1/2



2020.6.11
No. 項目 質問 回答

令和２年度特別支援教育に係る助成のための調査表作成にあたってのＦＡＱ

第１版

11 提出期限 　昨年度同様、一部の書類を7月末ま
でに提出する必要はあるのか。

　昨年度、7月末及び9月末を提出期限とした必要書類につい
て、今年度は全て9月30日(水)を提出期限とします。

12 提出期限 　必要書類について、9月末までに作
成できない。
　期限を延長してもらえないか。

　副申書及び診断書等については、9月末までの取得が困難
な園児がいる場合は、幼稚園振興グループまでご相談くださ
い。事情により、一定程度、提出時期を考慮できる場合があり
ます。
　ただし、それら以外の各書類については、9月末の提出期限
を厳守してください。
　提出期限までに調査票の提出がない場合は、申請予定のな
いものとみなし、以降の提出は受け付けることができません。

13 保護者
同意

　様式3について、特別な支援が必要
な園児と判断しているが、保護者への
同意が得られていない場合は「×」を
記載して提出すれば良いのか。

　提出期限までには保護者の同意を得てください。
　ただし、9月末までの取得が困難な場合は、必ず、9月末まで
に幼稚園振興グループまでご相談ください。
　事情により、一定程度、提出時期を考慮できる場合がありま
す。

14 予定
園児数

　昨年度、予定対象園児数をインター
ネット申請により回答したが、今年度
はいつ実施するのか。

　昨年度、6月14日を期限として「特別支援教育に係る助成の
ための調査票の提出を予定している園児数」をインターネット
申請で回答いただきましたが、同調査について、今年度は実
施しません。

15 特別支援
教育担当
職員

　当該補助金を支給する上での特別
支援教育担当職員には、園長及び学
級担任は含まれないとのことだが、園
長は基礎資料上の専任園長欄に記
載がある者のことか。

　お見込みのとおりです。
なお、職名は異なるが実質的な園管理業務を担っている者
がいる場合、園において特別支援教育と園の管理業務の区
別について合理的な説明ができるようにしてください。

16 特別支援
教育担当
職員

　加配を受ける園児が預かり保育を受
ける予定で教員を1名配置するが、預
かり保育の教員数にカウントしても良
いか。

　府が支給する補助金の取り扱い上、専任教員が預かり保育
事業と特別支援教育事業の両方に従事することは可能です
(学級担任を除く)。
　ただし、それぞれの事業からの補助金が重複しないよう、補
助対象経費となる人件費を時間数で按分する等、合理的に説
明できるようにしてください。

17 補助単価 　本年4、5月の臨時休園中に、対象園
児が登園していなくても、補助単価は
同額が支給されるのか。

　令和2年度の補助単価は、令和3年3月頃の国通知を踏まえ
た府通知でお知らせする予定です。
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